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○
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
七
十
九
号

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
別
表
第
十
三
財
務
事
項
一
覧
表
記
載
要
領
２
及
び
完
成
測
量
原

価
報
告
書
記
載
要
領
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
測
量
法
施
行
規
則
別
表
第
十
三
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
勘
定
科
目
の
分
類
を

定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
十
五
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

測
量
法
施
行
規
則
別
表
第
十
三
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
勘
定
科
目
の
分
類
を
定
め
る
件

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
別
表
第
十
三
財
務
事
項
一
覧
表
記
載
要
領
２
及
び
完
成
測
量
原

価
報
告
書
記
載
要
領
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
勘
定
科
目
の
分
類
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

財
務

事
項

一
覧

表

科
目

摘
要

[
貸

借
対

照
表
]

Ⅲ
純

資
産
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資
本

金
会
社
法

（平
成
1
8
年
法
律
第
8
6
号

）第
4
4
5
条
第
１
項
及
び
第
２
項

第
4
4
7
条
並
び
に

、

第
4
5
0
条
の
規
定
に
よ
る
も
の

[
損

益
計

算
書
]

Ⅰ
売

上
高

完
成

測
量

高
工
事
進
行
基
準
に
よ
り
収
益
に
計
上
す
る
場
合
に
お
け
る
期
中
出
来
高
相
当
額
及
び
工

事
完
成
基
準
に
よ
り
収
益
に
計
上
す
る
場
合
に
お
け
る
最
終
総
請
負
高

（請
負
高
の
全

部
又
は
一
部
が
確
定
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

見
積
計
上
に
よ
る
請
負
高

）

た
だ

、
。

し
税
抜
方
式
を
採
用
す
る
場
合
は
取
引
に
係
る
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
除

、

く
。

Ⅱ
売

上
原

価

完
成
測
量
原
価

完
成
測
量
高
と
し
て
計
上
し
た
も
の
に
対
応
す
る
測
量
原
価

売
上

総
利

益
売
上
高
か
ら
売
上
原
価
を
控
除
し
た
額
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（

売
上
総
損
失

）

Ⅲ
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費

営
業

利
益

売
上
総
利
益

（売
上
総
損
失

）か
ら
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
を
控
除
し
た
額

（

営
業
損
失

）

Ⅴ
営

業
外

費
用

経
常

利
益

営
業
利
益

（営
業
損
失

）に
営
業
外
収
益
の
合
計
額
と
営
業
外
費
用
の
合
計
額
を
加
減

（

経
常
損
失

）

し
た
額

Ⅶ
特

別
損

失

税
引
前
当
期
純
利
益

経
常
利
益

（経
常
損
失

）に
特
別
利
益
の
合
計
額
と
特
別
損
失
の
合
計
額
を
加
減
し
た

（税
引
前
当
期
純
損
失

）

額

法
人
税
等

合
計

次
の
法
人
税

住
民
税
及
び
事
業
税
と
法
人
税
等
調
整
額
を
加
減
し
た
額

、

法
人
税

住
民
税
及

当
該
事
業
年
度
の
税
引
前
当
期
純
利
益
に
対
す
る
法
人
税
等

（法
人
税

住
民
税
及
び

、
、
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び
事
業
税

利
益
に
関
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
事
業
税
を
い
う

以
下
同
じ

）

。
。

の
額
並
び
に
法
人
税
等
の
更
正

決
定
等
に
よ
る
納
付
税
額
並
び
に
還
付
税
額

、

法
人
税
等
調
整
額
税

税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
当
該
事
業
年
度
に
か
か
る
法
人
税

住
民
税

、

及
び
事
業
税
の
調
整
額

当
期

純
利

益
税
引
前
当
期
純
利
益

（税
引
前
当
期
純
損
失

）か
ら
法
人
税
等

合
計
を
控
除
し
た
額

（

当
期
純
損
失

）

完
成

測
量

原
価

報
告

書

科
目

摘
要

Ⅰ
人

件
費

給
料

手
当

役
員

（使
用
人
兼
務
分
の
み

）

従
業
員
そ
の
他

（相
談
役

顧
問
等

）に
支
払
わ
れ

、
、

る
給
料

諸
手
当
及
び
賞
与

（賞
与
引
当
金
繰
入
額
を
含
む

）

、
。
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退
職

金
役
員
及
び
従
業
員
に
対
す
る
退
職
金

（退
職
給
付
引
当
金
繰
入
額
及
び
退
職
年
金
掛
金

を
含
む

）

。

法
定

福
利

費
健
康
保
険

厚
生
年
金
保
険

労
働
保
険
等
の
保
険
料
の
事
業
主
負
担
額
及
び
児
童
手

、
、

当
拠
出
金

通
勤

費
従
業
員
の
通
勤
定
期
代
及
び
自
転
車
等
に
よ
る
通
勤
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
費
用

雑
給

臨
時
雇
用
者
等
に
支
払
わ
れ
る
賃
金

Ⅱ
外

注
費

測
量

外
注

費
工
種

工
程
別
等
の
測
量
に
つ
い
て

素
材

半
製
品

製
品
等
を
作
業
と
と
も
に
提

、
、

、
、

供
し

こ
れ
を
完
成
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
に
基
づ
く
支
払
額

、

外
注

加
工

費
測
量
外
注
費
以
外
の
印
刷
製
本

写
真
等
支
払
額

、

Ⅲ
材

料
費

測
量
の
た
め
に
直
接
購
入
し
た
素
材

半
製
品

製
品
等
支
払
額
及
び
材
料
貯
蔵
品
勘

、
、

定
等
か
ら
振
り
替
え
ら
れ
た
材
料
費

（仮
設
材
料
の
損
耗
額
等
を
含
む

）

。

Ⅳ
経

費
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福
利

厚
生

費
医
療

慶
弔
見
舞

貸
与
被
服

慰
安
娯
楽
等
厚
生
文
化
活
動
及
び
住
宅

寮
保
養

、
、

、
、

、

所
等
の
厚
生
施
設
に
要
す
る
費
用

旅
費

交
通

費
出
張
旅
費

（宿
泊
費

日
当
等
を
含
む

）

、
。

機
械

等
経

費
直
接
作
業
部
門
で
使
用
す
る
機
械
等
に
要
す
る
費
用

車
両

費
直
接
作
業
部
門
で
使
用
す
る
自
動
車
に
要
す
る
費
用

通
信

運
搬

費
郵
便

電
信

電
話
等
の
料
金
及
び
貨
物
の
輸
送
に
要
す
る
費
用

、
、

消
耗

品
費

事
務
用
消
耗
品
類
の
購
入
費

備
品

費
事
務
用
備
品
類
の
購
入
費

図
書

費
図
書

資
料

地
図

新
聞
雑
誌
等
の
購
入
費

、
、

、

地
代

家
賃

土
地

社
屋

事
務
所

現
場
宿
舎

倉
庫
等
の
借
地
・
借
家
料

、
、

、
、

水
道

光
熱

費
電
気

ガ
ス

水
道

重
油
等
の
費
用

、
、

、

修
繕

維
持

費
建
物

機
械

装
置
等
の
修
繕
維
持
費
及
び
倉
庫
物
品
の
管
理
費
等

、
、

保
険

料
火
災
保
険
そ
の
他
の
損
害
保
険
料
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賃
借

料
資
機
材

船
舶
等
の
使
用
料
及
び
借
上
料
並
び
に
電
子
計
算
機

電
子
式
卓
上
計
算
機

、
、

等
の
借
上
料

交
際

費
得
意
先
等
の
接
待
費

慶
弔
季
節
見
舞
品
代
等

、

会
議

費
諸
会
議
に
要
す
る
費
用

租
税

公
課

事
業
税

事
業
所
税

不
動
産
取
得
税

固
定
資
産
税
等
の
租
税
及
び
道
路
占
用
料
等

、
、

、

の
公
課

運
航

関
係

費
空
中
写
真
撮
影
等
に
使
用
す
る
航
空
機
に
要
す
る
費
用

か
し

補
償

費
測
量
施
工
に
伴
う
物
件
の
毀
損
補
償

瑕
疵
担
保
等
に
対
す
る
補
償
費

、

減
価

償
却

費
減
価
償
却
資
産
に
対
す
る
償
却
額

雑
費

他
の
経
費
科
目
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
費
用

附

則

（
施
行
期
日
）
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１

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
決
算
期
の
到
来
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。


